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【 会 議 録 ( 概 要 ) 】
実施日時： 平成２８年１月２７日（水）午前１０時～午前１０時５５分 

会議名 
越谷市行政経営審議会 

平成２７年度第５回会議 
実施場所

越谷市役所 第三庁舎 1階 

会議室１・２ 

件名/議題

【平成２７年度第５回会議】 

１ 開会 

２ 議事 

 （１）事務事業評価等の実施結果について 

 （２）第６次越谷市行政改革大綱（案）の答申内容について 

 （３）その他 

３ 閉会 

会議資料： 

(■有 □無)

出席者等

出席委員 

延寿寺委員、大久保委員、大原委員、川島委員、栗田委員、杉本委員、 

副島委員、田中(茂)委員、藤田委員、船山委員、結城委員、横家委員、 

渡辺委員 

欠席委員 

坂本委員、田中(由)委員 

説明員 

 立澤企画部長 

事務局 

利根川企画部副部長、小田行政管理課長 

行政管理課：中山主幹、佐々木主事、古川主事 

傍聴人 

なし 

●主な内容等

【平成２７年度第５回会議】 

（１）事務事業評価等の実施結果について 

・平成２７年度に実施した事務事業評価（事後評価）及び外部評価の結果について、 

事務局から説明した。また、事前に委員からあった質問の回答をした。 

（会議当日は委員からの質問なし） 

（２）第６次越谷市行政改革大綱（案）の答申内容について 

   ・これまでの審議経過を踏まえて整理した答申案に基づき審議した。委員からの主

な意見等は次のとおり。当該意見等を踏まえて再整理したものを市長に答申する

こととした。なお、答申書の再整理は会長に一任し、市長に答申する前に再整理

後の答申書を各委員に送付することとした。 

〔主な意見等〕 

   ●第６次越谷市行政改革大綱（案）〈資料５〉 

【２ 基本方針】 

⑵内外資源のフル活用 

・「防災」という言葉が出てくるが、これ以降、「防災」に関連する内容が出て

こない。どこかに入れた方がいいと思う。 

                                （次ページへ続く） 
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『主要推進事項及び具体的推進事項』 

【１ 事務事業の徹底改革】 

    ②環境負荷の軽減化 

・「国際社会としての責任」とあるが、市が国際社会としての責任を負うとい

うよりは、国際社会の一員であることから責任を負うという方が適切では

ないか。例えば、「国際社会の一員としての責任を負う」というように「一

員」という文言を入れた方がいいと思う。 

④公営事業会計の財政健全化 

・「事業効率を果たしていきます。」とあるが、ここは「事業効率の向上を果

たしていきます。」とした方がいいと思う。 

【３ 市民満足度の高い行政サービスの推進】 

①各種手続等の簡略化 

・「顧客」とあるが、市民を顧客と呼ぶことに少し違和感を覚える。うまい表

現に言い換えられるならそうしてほしい。 

・「個人情報の留意をしながら」という文言を入れた方がいいと思う。 

・手続等の簡略化だけではなく、その安全面もしっかりしてほしいと思う市

民は多いと思う。文末が「啓発・普及を図ります。」となっているが、ここ

に「安全」という文言を加えて、「安全に啓発・普及を図ります。」とする

のがいいと思う。 

②情報化等の推進 

・情報化を進める上でセキュリティの対策は非常に重要である。情報セキュ

リティについてどこかに入れた方がいいと思う。 

       ③市民の期待に応える情報の発受信 

・「行政情報は、市民の主権者としての「知る権利」」とあるが、ここを「主

権者である市民」と改め、市民が中心であることを強調した方がいいと思

う。 

【４ 健全財政の堅持】 

③公共施設等（インフラ含む）の適正管理と徹底活用 

・「公共施設等を安全に」という部分を削除した方がいいと思う。 

●答申文〈資料６ Ｐ４～５〉 

   ・１、２段落目の内容について、市の行政経営審議会が市長に答申するもの

なので、７０余年前の戦争の惨禍や国土の荒廃という内容には触れなくて

いいと思う。これまでの行政改革の経過や今課題となっていることなどを

記載するようにした方がいいと思う。 

●第６次越谷市行政改革大綱（案）に対する本審議会の意見〈資料６ Ｐ６〉 

【Ⅰ 総括的意見】 

・「また、行政改革は市民にとっても痛みが伴うものであることから～。」と

あるが、行政改革一般が市民に対して行うという趣旨である訳ではないと

思う。 

・「かえるものとかえないもの」というところがひらがな表記になっている。

漢字にしないと色々な意味にとれてしまう。参考までに指摘した。 

（次ページへ続く）
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（３）その他 

   ・特になし 

 【今後の予定等】 

  ・答申式を３月に予定。 ※詳細は後日案内 

・市長に手渡された答申書は、その内容を「越谷市行政経営推進本部会議」で確 

認後、市長決裁において確定し、議会へ情報提供、公表する。 
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越谷市行政経営審議会 平成２７年度第５回会議 

次  第 

日時 平成２８年１月２７日(水)  

午前１０時～ 

                  会場 越谷市役所 第三庁舎１階  

会議室１・２ 

１ 開会 

２ 議事 

 （１）事務事業評価等の実施結果について 

 （２）第６次越谷市行政改革大綱（案）の答申内容について 

（３）その他 

３ 閉会 
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〇行政管理課主幹 おはようございます。本日はお忙しい中、またお寒い中

お越しいただきありがとうございます。 

ただいまから、越谷市行政経営審議会の平成２７年度第５回会議を始

めさせていただきます。 

なお、坂本委員と田中由香委員から欠席のご連絡をいただいておりま

す。 

また、本日出席しております市の説明者は企画部長です。 

それでは、このあとの議事進行につきましては、結城会長にお願いい

たします。 

〇議長 議事に入ります前に、本日の会議の予定時間について申し上げます。 

本日は、おおむね１１時半を閉会として進めていきたいと思いますの

で、ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

   本日の会議の傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

〇行政管理課主幹 いらっしゃいません。 

〇議長 では、いらっしゃらないということですので、議事に入りたいと思

います。 

１つ目の議題の「事務事業評価等の実施結果」について、事務局から

説明をお願いします。 

〇行政管理課長 それでは、平成２６年度に実施しました事務事業について、

平成２７年度に評価した結果をご報告させていただきます。 

資料１の「事務事業評価等実施結果報告書」の９ページをご覧くださ

い。真ん中の円グラフになりますが、全５６６事業の内、所管する事務

事業を事業課自身が総合評価Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階で表したものです。

「事業内容は適切である」とした「Ａ」は２５．８％、「課題が少しあり

事業の一部見直しが必要」とした「Ｂ」が７３．５％、「課題が多く事業

の大幅な見直しが必要」とした「Ｃ」が４事業という結果です。なお、

「Ｃ」評価の４事業については、円グラフ下の表に記載していますとお

りです。 

次に、１０ページの円グラフをご覧ください。この結果を受けて、全

５６６事業の事業課による今後の方向性を示したものです。「現状維持」

としたものは２１．５％、何らかの「検討・見直し」をするとしたもの

が７６．７％、平成２７年度をもって当該事業を「終了」するとしたも

のが１０事業となっております。この１０事業は、いずれも事業の完了

や事業期間の終了に伴うものです。 

次に、１１ページ以降は、個々の事業についての分析結果です。１は、

「受益の偏りと受益者負担の見直しの余地」の有無、次に１２ページに

なりますが、２は、「同じ目的をもつ事業の有無と廃止・縮小の余地」の

有無、次に１３ページになりますが、３は、「妥当性と効率性」の有無、

お隣のページの４は、「妥当性と有効性」の有無、次に１５ページになり

ますが、５は、「妥当性を重視したクロス分析」ということで、妥当性の

有無の視点からクロス分析をかけて課題となる事業を抽出したものです。

こうした分析結果は、今後の事業のあり方や進め方等のメルクマールの

一つとなるものと考えています。 

続きまして、資料３「平成２７年度越谷市行政評価制度支援業務外部

評価実施結果報告書」の１６ページ、図表１４をご覧ください。今年度
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に外部評価を実施しました２０事業の評価結果です。縦軸の「Ａ」と横

軸の「Ａ」が交わる、内部評価と外部評価がともに「Ａ」となったもの

が１事業のみで、「市税等徴収事務事業」です。なお、全２０事業の一覧

については、資料の１２ページに掲載されていますので併せてご覧くだ

さい。１６ページの図表１４に戻りますが、内部評価が「Ｂ」に対して、

外部評価が「Ａ」と高く評価されたものが１事業のみで、「成年後見事業」

です。また、内部評価と外部評価がともに「Ｂ」となったものが１３事

業です。内部評価よりも外部評価の方が低く評価されたものが５事業で、

図表１４の下の図表１５の「成年後見事業」を除いた事業になります。 

次に、２２ページの図表１７をご覧ください。「補助金等評価結果総括

表」になりますが、外部評価の対象としました２０事業の中に、補助金

等の交付事務を含む事業が３事業、計３つの補助金等がありましたので、

この３つの補助金等についても外部評価を実施しました。３つの補助金

等のうちの２つは、内部評価と外部評価がともに「継続」とされました

が、その下の図表１８に掲げております「勤労者等生活資金利子補給金」

は、内部評価が「継続」に対して、外部評価では、制度がほとんど利用

されていないことなどから「終期設定」すべきとされました。 

続きまして、資料４として「外部評価公開ヒアリング傍聴者アンケー

ト集計結果」を配付させていただきました。３日間のヒアリングを通し

た傍聴者は延べ８４名でした。昨年度は７４名でしたので少し関心をい

ただけたのかなと思います。説明は以上です。 

〇議長 それでは、事務事業評価についてご意見やご質問がありましたらお

願いします。 

〇行政管理課長 事前にご質問いただいているものがございます。 

〇議長 それでは、そちらの回答をお願いします。 

〇行政管理課長 事前にお寄せいただきましたご質問について回答させてい

ただきます。 

一つ目は、資料１の「事務事業評価等実施結果報告書」の５９ページ

にあります「№９５の災害予防対策事業」に関するご質問で、災害発生

時に協力要請できる民間企業との災害協定について、評価の文言がない

が、現状と活用はどうなっているのか。というお尋ねがありました。 

参考資料１をご覧ください。現在、４６の団体と応援協定を締結して

おりまして、食料の供給、医療、生活必需品、災害応急対策に必要な資

機材の確保、施設及び人材の提供といった協力体制を平時から整えてい

ます。 

   次に二つ目、ただいまと同じ「災害予防対策事業」に関してのものに

なりますが、国、県管理の河川による浸水災害予防について、市として

評価しているのか。とのお尋ねがありました。 

   国、県管理の河川事業について、市は評価していませんが、浸水被害

の軽減に向けて、中川や新方川などの河川改修を進めている国、県に対

して、河川事業の促進を要望し、連携を図りながら、総合的な治水対策

の推進に取り組んでいます。 

次に３つ目、昨年１０月に実施いたしました外部評価に関するご質問

になります。恐縮ですが、資料３の「外部評価結果報告書」の３２ペー

ジをご覧ください。上から９行目、公共施設の改修・維持管理について
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の記述の中で、「大規模施設について、減価償却費を適正に積算し、耐用

年数に応じた更新が可能になるような計画を策定されたい。」との外部評

価者のコメントに対して、減価償却費をどのように見積もって更新計画

に反映させるのか。とのお尋ねがありました。 

こちらについては、この前の審議会でも少し触れさせていただきまし

たが、本市の公共施設を総合的かつ計画的に管理するための指針となり

ます『越谷市公共施設等総合管理計画』に基づいて今後策定されます「ア

クションプラン」の中で、施設ごとの「耐用年数」と「減価償却費」な

どの必須項目が基礎資料として反映されることになります。事前のご質

問に対する説明は以上です。 

〇議長 それでは、ほかにご意見やご質問がありましたらお願いします。 

〔発言する人なし〕 

〇議長 また何か気づいた点などがありましたら事務局に連絡してください。 

続きまして、議題の２つ目、「第６次越谷市行政改革大綱（案）の答申

内容」について事務局から説明をお願いします。 

〇行政管理課長 それでは、第６次行政改革大綱（案）についてご説明させ

ていただきます。 

まず、委員の皆様方には、お忙しい中、昨年８月から１１月まで合計

４回にわたり、大綱（案）のご審議いただきました。１１月の第４回審

議会をもちまして、全ての項目の審議を終了することができました。こ

の間、多くの貴重なご意見等を頂戴いただきましたことに改めましてお

礼申し上げます。 

本日は、大綱（案）のこれまでの総括と答申書（案）についてご審議

いただきたいと存じます。 

   はじめに、大綱文そのものを確定していただきたいと思います。恐れ

入りますが資料５をご覧ください。 

これまで頂戴いたしましたご意見等の中で、大綱文の文言について、

誤解を招きかねない表現や文体が統一されていないこと、文章表現が不

適切なもの、さらには、文章を書き換えた方が良いなどと指摘や提案の

ありましたものの中から、事務局で精査・判断したものと審議会の結論

として集約されたものを、この表の左側に修正案として示させていただ

きました。 

下線が引いてある部分が修正箇所ですが、すべてのご意見等が修正案

に反映されているわけではありませんのでご了承ください。 

それでは、修正箇所のいくつかをご説明させていただきます。 

はじめに、５ページをご覧ください。「④公営事業会計の財政健全化」

の項の最後に「また、」以降の文を加えます。これは、審議の中で、上下

水道事業の合併を検討してもよいのではないかとの意見が審議会として

まとまりましたことを汲んでのものです。 

上下水道事業の合併と明記しておりませんのは、大綱の性質上、具体

的な取組名にあたる記述はなじまないという理由からでして、「一層の事

務効率」という言葉の中に包含させているものとご理解いただきたいと

存じます。なお、上下水道事業の合併という具体的な表記については、

答申の意見・提言の中に表していただければと思います。 

次に、６ページの「２ 組織力の強化」の「①適正な定員管理等」の
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項の６行目の中ほど「過不足のない」との記述について、「過不足がない」

とは、後ろの「適正」そのものではないのかとのご意見がありました。

ご指摘のとおりと受け止め、この文は削除させていただきます。 

   次に、その下の行の右「市民満足度の」との記述について、市民満足

度というフレーズが随所に見られることから、少しくどいのではないか

とのご意見がありました。ご指摘のとおりと受け止め、この文は「質の

高い」に修正させていただきます。 

   次に、８ページ「３ 市民満足度の高い行政サービスの推進」の「①各

種手続等の簡略化」の項の最後の行「図っていきます。」について、他の

項での表現と合わせるべきとのご意見がありました。ご指摘のとおりと

受け止め、この文は「図ります。」に修正させていただきます。 

   次に、９ページ「③わかりやすい情報の発信」の項の最後の行の「発

信を推進します。」について、情報は発信だけでなく、受信した市民の声

を活かしてもらいたいとのご意見がありました。そのように考えますの

で、「市民の声を的確に把握して市政に活かします。」と修正し、合わせ

て表題名の「③わかりやすい情報の発信」を「③市民の期待に応える情

報の発受信」に改めさせていただきます。 

   次に、１０ページ「②補助金等の整理」の項の２行目の右端「惰性的

に」について、適切な表現ではないのではないかとのご意見がありまし

た。ご指摘のとおりと受け止め、この文は削除させていただきます。 

   次に、同じく「③公共施設等（インフラ含む）の適正管理と徹底活用」

の項の下から４行目に「公共施設等の総合管理計画」とありますが、計

画の正式名称は「越谷市公共施設等総合管理計画」になりますので、こ

ちらに修正させていただきます。なお、お手元の資料では、「越谷市公共

施設等の」と、「の」の字がありますが、誤植ですので、「の」を消して

いただきたいと思います。 

   次に、同じく下から２行目の右端の「安全に安心して」について、安

心を享受するのは市民であって行政側ではないとのご意見がありました。

ご指摘のとおりと受け止め、また、「更に効用を高める」という部分を削

除して、素直に「安全に市民に提供します。」に修正させていただきます。

さらに、末尾の「努めます。」を「します。」に修正させていただきます。

 次に、１１ページ「④財源の徹底確保と新たな財源獲得の推進」の項

の1行目、「景気の先行きに大きな期待を持てない以上」について、この

文章を反対解釈しますと、景気がよければ財源獲得に努力しないように

もとられかねないとのご指摘がありました。誤解をされることのないよ

う、「景気の良し悪しに関わらず」に修正させていただきます。 

   次に、同じく３行目の右端に「強制徴収や強制執行手続」について、

少し具体的すぎるのではとのご指摘がありましたので、「関係法令に則

り」に修正させていただきます。また、その先の「向上を果たさなけれ

ば」を「向上に努めなければ」に修正させていただきます。 

   次に、下から３行目「消費税のあり方」について、あたかも消費税制

のあり方に一自治体がモノが言えるかのようにとられるとのご指摘があ

りました。表現が不適切でしたので、「消費税の影響等」に修正させてい

ただきます。 

   最後に、同じ行の「歳出入」について、この項は歳入について論じて
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いるのだから、歳出の語は不要とのご意見がありました。ご指摘のとお

りと受け止め、「出」を取り、「歳入」に修正させていただきます。 

 次に、資料６の答申書をご覧ください。 

   このたびの答申書の形も第５次行政改革大綱時の答申書と同様の形を

考えています。具体的には「鏡文」の後ろに答申文を付けます。答申文

は、行政改革に対します審議会としての全体的な考え方や市に対する大

所からの意見になっています。そして、その後ろに、具体的な意見や要

望を付す形にしたいと考えています。答申書の草稿・草案の作成につい

ては、本来ですと審議会の委員の皆さんの手によって作成いただくか、

諮問する側の事務局とは別の、答申する審議会側の事務局が行うのが理

想的ではありますが、当事務局は両方の機関の事務局を担っております。

また、現実は諸般の事情もありますので、このような形で事務局の方か

らお示しさせていただきました。そして、こちらの答申書のページをめ

くっていただき一番後ろのページになりますが、表題に「第６次越谷市

行政改革大綱（案）に対する本審議会の意見」というものがありまして、

ここの記述が答申の核心部分となります。審議会としての総括的意見と

項目ごとの意見とに整理してあります。なお、項目ごとの意見が３件に

なっていますが、これまでの審議の結果、審議会の結論として集約され

たものを列記したものですのでご理解いただきたいと存じます。 

これから、忌憚のないご審議をお願いしたいと思いますが、事務局と

しましては、第６次行政改革をスタートいたします平成２８年度を２ヵ

月後に控え、本大綱を確定するための諸々の手続きを考えますと、でき

るだけ本日の会議で答申書を確定していただきたく、重ねてお願いいた

します。説明は以上です。 

〇議長 それでは、資料５と資料６を中心に議論を進めていきたいと思いま

す。今まで何回か会議を重ねまして、その意見を基に文章を整理しても

らいましたが、さらにご意見等がありましたらお願いします。 

〇委員 はい。資料５の１ページ、「２ 基本方針」の「（２）内外資源のフ

ル活用」の１行目に「防災」という言葉が出てきますが、これ以降、「防

災」に関連する内容は出てきません。例えば、３ページの「①事務事業

の改革と連携の試み」の２行目の最後の方に、「福祉だけではなく、保健

衛生、健康保険～」とありますが、ここに「防災」を加え、「福祉だけで

はなく、防災、保健衛生～」とするのはいかがでしょうか。どこに入れ

てもいいと思います。首都直下地震が３０年以内に高い確率で発生する

と言われていますので、ぜひ入れた方がいいと思います。 

〇議長 ありがとうございました。具体的には文章を加えるというお話にな

るかと思います。事務局は今のご意見に対して何かありますか。 

〇行政管理課長 まず、ただいまご提案いただきました、３ページの「①事

務事業の改革と連携の試み」の２行目からの文章は「市民の健康寿命を

延ばすための施策」という主語がございますので、こちらに「防災」と

いう言葉を入れるのは少し難しく、検討が必要だと思います。 

〇議長 資料５の１ページ、「（２）内外資源のフル活用」の部分だけではニ

ュアンスが弱いということでしょうか。 

〇委員 ニュアンスが弱いというよりは、基本方針として「防災」を入れて

いるため、それを具体的にどうするのかというところが主要推進事項や
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具体的推進事項等にあっていいのではないかと思いました。３ページの

「①事務事業の改革と連携の試み」の中に入れるというのは１つの案で

すので、ほかに適切なところがあればそちらに入れてもらえればわかり

やすくていいと思います。 

〇議長 そうなりますと、１つ項目を作る方がいいような気がします。先ほ

どの事務局の説明のとおり、３ページの「①事務事業の改革と連携の試

み」のところに加えるのは難しそうなので。この件については少し検討

させていただきます。ほかにありませんか。 

〇委員 資料６の６ページの「Ⅰ 総括的意見」の６行目の「また、行政改

革は市民にとっても痛みが伴うものであることから～。」とありますが、

行政改革一般が市民に対して行うという趣旨である訳ではないと思いま

す。 

〇議長 ありがとうございます。確かにそのとおりだと思います。ここにつ

いてはニュアンスを変える方向で調整したいと思います。ほかにいかが

でしょうか。 

〇委員 資料５の５ページの「④公営事業会計の財政健全化」の最後の下線

が引いてある行についてですが、「事業効率を果たしていきます。」とあ

りますが、ここは「事業効率の向上を果たしていきます。」とした方がい

いと思います。 

   もう１つありまして、８ページの「①各種手続等の簡略化」の４行目

になります。「個人番号」の内容が書かれています。ここに「個人情報の

留意をしながら」という文言を入れた方がいいと思いますが、ここはお

任せします。 

〇議長 それでは、ここの表現は少し工夫することにします。ほかにありま

せんか。 

〇委員 資料５の４ページの「②環境負荷の軽減化」の一番下の下線が引い

てある行についてで、「国際社会としての責任」とありますが、市が国際

社会としての責任を負うというよりは、国際社会の一員であることから

責任を負うという方が適切ではないかと思います。例えば、「国際社会の

一員としての責任を負う」というように「一員」という文言を入れた方

がいいと思います。 

〇議長 わかりました。おっしゃるとおりだと思います。 

〇委員 資料５の９ページの「③市民の期待に応える情報の発受信」の始め

の文に、「行政情報は、市民の主権者としての「知る権利」」とあります

が、ここを「主権者である市民」と改め、市民が中心であることを強調

した方がいいと思います。 

〇議長 主語を明確にするということですね。わかりました。 

〇委員 資料５の１０ページの「③公共施設等（インフラ含む）の適正管理

と徹底活用」の一番下の下線が引いてある行ですが、「公共施設等を安全

に」という部分を削除した方がいいと思います。 

〇議長 わかりました。ここも検討させていただき修正できるようにしたい

と思います。ほかにいかがでしょうか。まだ発言されていない方もいま

すので、順番にご意見等を伺いたいと思います。 

〇委員 私はこの内容でいいと思います。 

〇委員 私もこのままでいいと思います。 
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〇委員 おおむねこの内容でいいと思います。 

〇委員 この内容でいいと思います。以前、越谷市の財政状況で債務比率は

どうなのかという質問をしました。確か２６％ぐらいだったかと思いま

す。私は家を購入する際、銀行からローンの組み方として、借入金額は

年収の３倍以内で、かつ年間の返済額は年収の３０％以内と言われまし

た。このことを越谷市の財政にも当てはめて考え、大丈夫だなという印

象を受けていました。同じ中核市の川越市は債務比率が３０％ぐらいだ

ったと思いますので、越谷市は財政的な余裕はないにしても大変危険な

状況ではないと思います。少子高齢化は避けられません。この計画は時

代に対応していくというものですので、この内容でいいと思います。 

〇委員 市民にどうしてほしいかはここには出てきません。財政不安に対し

て私たち市民に期待することもどこかに入れていいのではないかと思い

ます。何でも市がやってくれるような感じでいいのかなと思います。市

民に市がやることが当たり前だということを逆に植え付けてしまうよう

なことにならなければいいと思います。 

〇委員 私もおおむねこの内容でいいと思いますが、「防災」に関する記載を

ぜひ入れていただきたいと思います。「防災」は非常に大事なことですの

でお願いします。 

〇委員 この内容で結構だと思います。ただ、ここに記載された内容とは関

係ありませんが、資料５の８ページの「３ 市民満足度の高い行政サー

ビスの推進」の３行目から「費用対効果を念頭に置いた」とありますが、

これはどういうことなのかと質問されたら回答できるようにしておいて

ください。また、１０ページの「②補助金等の整理」の下線以降の文で、

「常に実態等を把握しながら整理を図り」とありますので、実態等を把

握した後は、切り捨てるものは切り捨てるという整理をするという、し

っかりとした気持ちが確認できればこの内容でいいと思います。書いた

ことはそのとおり実行していただけるのであれば結構です。 

〇委員 資料５の８ページの「①各種手続等の簡略化」の１行目に「顧客」

とありますが、これは市民ということでよろしいでしょうか。市民を顧

客と呼ぶことに少し違和感を覚えます。

〇議長 これは市民ということでよろしいでしょうか。事務局は説明をお願

いします。

〇行政管理課長 こちらについては、冒頭に官民を問わずということで、民

間も含まれています。行政側からは市民となりますが、ここでは民間と

行政を含めてということでこのような表現とさせていただいております。 

〇委員 市民からすると、お客さんなのかなという感じに受け取ってしまい

やすい表現だと思うので、もしうまい表現に言い換えられるならそうし

てほしいと思います。 

また、同じ項目の２段落目から個人番号カードの導入の内容が出てき

ます。手続等の簡略化だけではなく、その安全面もしっかりしてほしい

と思う市民は多いと思います。この文の終わり部分が「啓発・普及を図

ります。」となっていますが、ここに「安全」という文言を加えて、「安

全に啓発・普及を図ります。」とするのがいいと思います。冒頭でも安全、

安心と謳っていますので。 

〇議長 さきほど個人情報の留意というご意見があったところになります。
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表現については、工夫した文章に直したいと思います。ほかにありませ

んか。 

〇委員 ２つあります。 

   １つ目は、資料６の４ページの答申になります。これは形として冊子

に残るものではありませんので、あまり言いたくはなかったんですが、

１、２段落目の内容について、市の行政経営審議会が市長に答申するも

のなので、７０余年前の戦争の惨禍や国土の荒廃という内容には触れな

くていいのではないかと思います。これまでの行政改革の経過や今課題

となっていることなどを記載するようにした方がいいと思います。 

   ２つ目は、資料６の６ページの「Ⅰ 総括的意見」の８行目の「かえ

るものとかえないもの」というところになります。ここがひらがな表記

になっています。漢字にしないと色々な意味に取れてしまうと思います。

参考までに指摘しました。 

〇議長 そのあたりを踏まえて検討したいと思います。ほかにありませんか。 

〇委員 資料５の１０ページの「③公共施設等（インフラ含む）の適正管理

と徹底活用」に関連する内容になります。この中に「不要施設の廃止や

有効活用」といった文言を入れられないかなと考えていました。例えば、

中央市民会館の前にあります、越谷市自慢のトイレはもう不要だと思い

ます。不要な施設があれば、維持管理するのではなく廃止するというこ

とをどこかに入れてほしいと思います。 

〇議長 わかりました。事務局から説明はありますか。 

〇企画部長 資料５の１０ページの「③公共施設等（インフラ含む）の適正

管理と徹底活用」の後段になりますが、越谷市公共施設等総合管理計画

に基づき、公共施設等の長寿命化、耐震化、そして「総量縮減」と表記

しています。さらには、この管理計画の目的の中には、施設の統廃合も

含まれています。ご指摘いただいた内容は今ご説明しましたところで読

み取っていただけたらと思います。 

〇委員 承知しました。 

〇議長 ほかにありませんか。「防災」についての内容をもう少し加えた方が

いいということでしたので、どこかに入れたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

〇委員 資料５の３ページの「①事務事業の改革と連携の試み」の１段落目

と２段落目の間に「防災」についての文章を入れるのはどうでしょうか。 

〇行政管理課長 議長、よろしいでしょうか。 

〇議長 はい。お願いします。 

〇行政管理課長 大綱の中に「防災」の項を新たに設けるかどうかについて

は、再度検討させてください。以前、審議会でもご説明させていただき

ましたが、総合振興計画というものがございまして、そちらで「防災」

ですとか「子育て」ですとか、各分野の課題や目標等を定めて、市が取

り組む事業等を整理しています。 

大綱（案）の「２ 基本方針」の「（２）内外資源のフル活用」に「防

災」という文言が入っていますが、こちらは、民間の活用について、昨

今は福祉、防災、教育など幅広い分野にＮＰＯ法人や民間事業者が参入

していますので、行政だけではなく、外部、民間の力も活用していきま

すという趣旨の文章になりまして、民間が参入している分野の一例とし
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て「防災」を挙げさせていただきました。このことを踏まえて、新たに

「防災」の文章をどこかに加えるかということについては検討させてい

ただきたく思います。 

〇議長 今の事務局の説明について何かありますか。この大綱の趣旨を踏ま

えての意見でしたが、これはこちらに預からせていただいてよろしいで

すか。 

〇行政管理課長 議長、よろしいでしょうか。 

〇議長 お願いします。 

〇行政管理課長 資料６の６ページの「Ⅰ 総括的意見」の中に、「防災」の

観点を入れるということを含めまして検討させていただきたいと思いま

す。 

〇議長 では、そのようにお願いします。この件はこちらで預からせていた

だきます。 

さきほどの個人情報の保護のところは文章を工夫するということでよ

ろしいでしょうか。 

〇行政管理課長 はい。 

〇議長 あとは、資料６の６ページの「本審議会の意見」の「行政改革は市

民にとっても痛みが伴うものであることから」の修正はよろしいですか。 

〇行政管理課長 はい。 

〇議長 おおむねこれでいきたいと思います 

〇委員 資料５の８ページから９ページの「②情報化等の推進」についてで

すが、情報化を進める上でセキュリティの対策は非常に重要です。情報

セキュリティについてどこかに入れていただいた方がいいと思います。 

〇議長 では、そのようなニュアンスを考えたいと思います。ほかにありま

すか。よろしいでしょうか。では、皆さんからご意見等をいただきまし

たので再修正した最終版の作成をこちらに一任させていただきたいと思

います。本日の資料５と６を修正した最終版は、メールまたは郵送にて、

皆さんにお示ししたいと思いますので、一任させていただいてよろしい

でしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長 では、この大綱（案）に関しましては、最終的には私が責任を持っ

て目を通したいと思います。今日の皆さんからの意見は最大限反映して

最終版を取りまとめたいと思います。 

次に、その他といたしまして、委員の皆さんから何か市に対するご意

見やご提案はございますか。 

〔発言する人なし〕 

〇議長 では、ないようですので、本日の議事は終了とします。事務局、お

願いします。 

〇行政管理課長 ありがとうございました。 

   ここで今後の予定についてご説明します。答申書を市長に渡します、

答申式を３月に予定しています。詳細については、後日ご案内させてい

ただきます。 

   市長に手渡されました答申書は、その内容を「越谷市行政経営推進本

部会議」で確認してから、市長決裁において確定し、議会へ情報提供、

さらに公表へと手続きを進めさせていただきますので、ご理解いただき
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たいと存じます。以上です。 

〇議長 市長への答申の前に委員の皆さんに最終版を送ってもらえますか。 

〇行政管理課長 はい。もちろんです。 

〇行政管理課主幹 ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 


